
合企h・
面河

第 106巻第 4号

社会資本と労働力流動化財政…….......・H ・-…池上 惇

インフ レーショ Y下の税務会計………......・H ・..中居文治 18 

予算制度改革論における

「科学的管理」と「真の民主主義」・・・…..…横田 茂 41 

援助と「財政自主権J......................... 坂 井 昭 夫 64

昭和45年 10月

京郡式事経椅号奮



18 (108) 

インフレーション下の税務会計

一一ドイツ・イ yフレーショ:/(第一次〉の会計的考察 (4)

中居文治

はじめに

既稿川こおいて， 第一次大戦後のインフレ ション過程で， ドイツの大企業

が膨大なイ Y フレ利益〔貨幣価値変動利益)を獲得したが，その分配を阻止した

こと，その場合，名目資本会計における計上利益はけっして架空利益でないの

みならず，商法・会計理論によって支持されてきた伝統的会計実務=秘密積立

金設定方策により，公表貸借対照表上の利益はいちじるしく過小表示されてい

たことをあきらかにし，ついで，当時のインフレ会計理論(ことに貨幣価値変動会

計理論〉とその制度化(と〈に商法上司〉の経過を概観し， それがインフレの進

行中は実践されなかったゆえんを考察した。

インフレ会計は，実践的には，会計の歪曲匡正目ために Cはなし公表利益

隠蔽のために，企業外への利益流出を阻止するためにりみ要求されたといって

!よいが，このことは，公表会計(商法上田決算〕の場合よりも，税務会計におい

て一層顕著であったu

本稿および続稿では，大企業・財界の「架空」利益課税反対運動の動機お土

びそれによって展開した課税所得縮小化方策を具体的に考察する。

当時のドイツでは，膨大な債務を有する大企業と取引条件の悪化(現金買，前

払金支払等)を甘受せざるをえない小企業との聞に， シュマーレ γパハのいう

1) 拙稿[IJ.イソフレ利益と名目資京会計.i荏法論叢」第97:巻第5号，昭和剖年 5月，拙稿〔む，
インフレ利益と秘密積立金ゐ 「経済論叢」第阻害第4サ，岨和41年~1O庁，拙稿【ヨ].架空利益封
除と貨幣価値変動会計.i経済論叢」第103巻第 2号，昭和44年2月。
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二つの選択は，回避不可能な問題として，つねに流動イじされようとする労働者

たちの前に提起されるにちがいないロ労働力流動化財政の理論がこの小論では

触れえなかったイ γプレージョン政策も含めて財政学の新しい分野として考察

される必要があるのではなかろうか?
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「架空利益をもたね大企業と架空利益でふ〈れた小企業」という格差が生じて

いたののであるが，当時自学界・財界〔大企業j はもっぱら架空利益の存在を喧

伝し，その9除を主張したのである。

架空利益排除の主張は，課税所得の算定に関して特にいちじるしかった。真

の架空利益に対しても，税法は名目資本会計によって容赦な〈課税をなすゆえ，

架空利益課税排除の要求は，商法上の公表利益計上にさいしでの架空利益の排

除の場合よりも，一一商法上は，秘密積立金設定が合法的であった@ので， そ

れによって架空利益の計上を阻止することが可能であった一一一層強く要求さ

れたのである。課税問題がまさに，架空利益排除の問題を，はじめて，完全に

世間の注目のまとにならしめたのであったへ 架空利益の排除をもとめる論者

は， もちろん，架空利益課税を排除することをきわめて強〈主張したへ(公平

性の原則および当時四敗戦という非常時における国民経済復興目的をかなえるためには，

架空利益課税はやむをえないとする政府めやシュトルッツわり見解あるいは，架空利益課

税はそもそも存在しないとする左翼政党めり見解4あるが，それらは架空利益課税反対

論者からはきびし〈批判された。〕企業数では，中小企業が庄倒的多数ゆえ，膨大

な架空利益が存在したといえるが，その架空利益に悩む中小企業の芦を代弁す

るかにみせかけてヨ架空利益をもたね大企業とそれを代弁する学界が公表利益

。拙稿(1J，(3J 
3) 拙稿("J
4) Walb， E.， Das Pr品，1<>η derScheiπ~g，ιι 帥耐， 1921， S. 26 
5) Schmalenbach， 'E.， Die steuer1iche Behandlung der Scheingewinne， in: Schmalenbιh 

Prion， Z~即日 Vorträge uber Sche加.ge'問削le，1922; Schmidt， F.. Die，organische Bila拙
im Rahmen der Wirtschaft， 2. Aufl.， 1922; Derselbe， Der Wiederbeschaffungstreis des 
Umsatztages in Kalkulation und 日叫ん:s-wirt，1923; Hausmann， F.， D百 Einf1usder 
GeldentwertW1g auf die steuer liche Be、.vertung，in: Hausmann-Hopker-Ros聞 dor百，Die 
steuerliche Be日 ertungd!田 V日Fnl.Jgens，1922 (以下Hausmann(lJ と略す);Derselbe， 
ゆ勺πd1ungendes 止euerrecktsim Zeichen der Gel，抽出乱eηung，1923 (以下 Hausmann

(2Jと略す); Evers， R.， Ko聞出叫arzu昨 Kort抱月cl日β5S!四 er，肝 setz，1923; usw 
6) Schmalenbach， a. a. 0.， S. b辺
7) Strutz， G.， Gelder山~ertung und Steuerrecht， in : Sch血 idt-Fischer-Strutz， Ge!，品ntuJertung

und Unte打 whmung，1923， S; 6'1 板。場合， 国民全体が犠牲をはりうべきとし亡，架空利
益課税をやむをないものとするが.それを補完するもりとして， 8時間労働制廃止を強力に主張
している ζとに注目を要するロ

8) Schmalenbach， aι 0" S， 46 
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の隠蔽のために，架空利益の排除を主張したといってよいが，このことは，架

空利益課税問題の場合にも，きわめて明白であった。架空利益課税反対。主張

は，形式的には，全企業に適用可能な架空利益課税排除方策の探究を標梼しな

がら，実質的には架空利益をもたぬ大企業にのみ適用可能な実質利益隠蔽方策

を執劫に追求してい勺たのである。税制の「改在」 大企業にとってより有

利な税制 は， .18時間労働の廃止J 1社会化法の廃止」の要求とともに，

1923年におけるドイツ産業連盟(大コンツェルンおよびコンツェルン政策。代弁者

原注〉の政府に対する三項目要求の一つであっため。

I 架空利益課税排除要求の動機

1. a 税法における名目資本会計の固持

イy フレの進行過程においても，税法は，金マノレクと現在の紙幣マルクが等

しいιの基本思考にたち1ヘ 名目資本会計にもとづく課税所得計算を固持した。

1920年 7月初日のライヒ財務裁判所の判決町にみられるように，税務当局は，イ

ンフレの初期には，まだ，課税所得計算に貨幣価値下落を考慮せず，期首在高

の評価増，期木企高の評価減をいずれも拒否した。己申 ζ とは，貨幣価値変動

会計を，前進法(紙幣マルク計算1と遡及法〈金マルク計算〉をともに拒否したこ

とを意味した。前進法(紙幣マルク計算〕は， 形式的には，在高の評面増(評価

引上げ〕をおこなうが， これが， 商法・税法の低価主義に反するものとして拒

否されたのであり，また遡及法〈金マルグ計算〉は，税法の秘密積立金設定の原

則的否認の見地から拒否されたのであって，もともと貨幣価値変動会計なる別

個の計算体系は，税法上，容易には考慮さえきれなかったといえよう。税法の

名目資本会計の固持は， 一般経済計算〔取引〉が，名目計算(マルク=マルク白

原則)でおこなわれている限り，継続した(この場合，名目資本会計からり離脱は，

商法第岨条の「貸借対照表は， ドイツ国貨幣本位であて戸さるべし」とり原則に反するも

9) Du配 hn出 ky.S.， Das Konzern-Problem unter Berucksit:htigung der Sch叩 0τ'ndust-
η印刷'tWirtschaft im' Nachkriegs.Deutschland， 1927， S. 204. 

10) Schmidt， Wiederbeschaffungstreis， S. 163 
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のと考えられた山〉のであって，貨幣価値変動会計の税法への導入は，イ Y フレの

進行中ついにおこなわれなかった。(租税の金マルクによる納付は， インフレの末

期， 1923年10且になってようやくおこなわれた。〕

ィγ フレ下における名目資本会計の固持は，会計数値の歪曲をもたらすだけ

でなく，現実に，究空利益課税をもたらしうる0 で，税法のこの原則固持に対

Lて非難が生じたのも，一応， もっともであった。(他方，この原則の下でほ架空

損失=実質利益は課税を免れると左に留意LなけわばならないJ

1. b 秘密積立金設定の原則的禁止

税法上， 秘密積立金の設定は， 従来， 原則的には認められていなかった。

1906年のプロイセン所得税法は〔他白川 Landり所得税法も同様λ 資産評価につ

いて，独自の規定をもたず，第13条の商事貸借対照表の税務貸借対照表に対す

る主主準性の原則lこもとっき，商法上の評価規定が準用された。すなわち個人商

人・人的会社の場合には，商法第40条にいう「財産目録および貸借対照表の作

成のとき，これらに附すべき価額」によって評価されたが，これは税法上は，

一般価額 (gemeinerW ert) とよばれ， ー般に売却価額(時価〕を意味するもの

と解釈された(なお，再取得時価あるいは取得原価と解釈する判例もある。たとえば，

1919年 4月15日のプロイセγ上級行政裁判所判決は， 継続的企業については，それを取

得原価と解釈じている山。〕。株式会社等については， 商法第 261条が適用された

が，秘密積立金設定の税法上の原則的禁止聞とあいまって， 固定資産には原価

主義，棚卸資産には低価主義が適用された。課税の公平性の観点，圃庫収入確

保の観点、からは，税法上，秘密積立金設定が原則的に禁止されるのは当然で，

合法的な秘密積立金の設定は，実現主義，低価主義の適用で自動的になされる

ものに限定きれた E思われる。プロイセ:/.1::級行政裁判倒14) (年月日不明〕にも，

11) Meiswinkel， F.， Geldent'l.ι'ertung in Bilanz und St四 er，1923， S. 41 CSchmidt， Helmut， 
Die Beゐutuη，R"der Kaρita1erhalt'll-ngstheo門 enJ加 dieSteuerbilanz. diss.， 1957， S. 42.) 

12) Strutz， a ι 0.， S. 58 
13) Barth， K.. Die Entwicklung des d.凶 tschenBilm日 rechts，Bd. II， 1， 1955， S. 224; 

p.，回w，R.， Die Bilanzen der p口叫沼田山uioffentlichen Unternehmungen， 3. Aufl.， 
Bd. II， 1923， S. 78. 14) Barth，仏 a.0.， S. 225 
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秘密積立金の禁止(過小評価の禁止〕を明言するものがみられる。

しかし， 明文による秘密積立金設定の禁止の規定が税法条文になかった〈資

産評価についても上述。ように独自の規定がなしすので， 秘密積立金が設定きれて

いる場合，そl:Lが課税されるかどうかは，税務行政の場で判断された。過大償

却の税法上の取扱いは，各州 (Land) によってそれぞれ多様で異っていたし，

また同一州内でも，厳しい場合もあり緩かな場合もあり，また担当税務官吏に

よってもまちまちであったが，多くの場合，異議を唱えられることは少なかっ

たペ プロイセンでは，取替固定資産の即時償却こそ許されなかったが，減価

償却は異常なもの(これを判断するのは税務官吏であろう 引用者〕以外はすべて

そのまま認められた凶。 このことを端的に示すものとして i機械を15%償却

するか， 10%償却するかはあまり問題とならない。すくな〈とも，私の在職中

は，査定当局への指令(I田truktion)を通じて，良識ある方法で処置するように

指示したいJ17)というミケノレ蔵相の1891年の議会における答弁，あるいは， 1919 

年のライヒ租税基本法の国会審議における政府代表の「価額決定が主観的見積

にもとづく場合，納税者に自由裁量の余地を与えるべきであるJ'めとの発言があ

る。このようにして， 1920年のライヒ所得税法に税法独自の評価規定が不され

るまで， 原価以下評価(秘'歯積立金り設定〉は完全におこなわれた聞のであり，

1914/15年度の議会の答弁で，大蔵次官 (Staatssek出 ard白 Reichsschatsamtes)が

のべたように i秘密積立金については，法的に確たる基準がなかったので，

従来， 秘密積立金に課税せんとする試みはすべて挫折した」叫のであって， 一

般的にみて，税法上も，秘密積立金設定は事実上，おこなわれてきたとみるこ

左カtで者る。

15) Passow， aι0.， Bd r， 1921， S. 229 
16) Barth， a. a.' 0.， S. 220 
17) Stenqgraphische-Berichte uber die日erh田 ullungendes Hauscs der Abgeordnete叫 3

Session 1890/91，. Bd.. 2， S. 862 (Barth， a. a. 0.， S. 203.) 
18) Lion， M.， Das Bilanz:;leuen百 ht，1922， S. 129 
19) Barth， a. a. 0.， S. 219 
20) Reichstagsdrucksache， 13. Leg.-Per.， II. Ses3. 1914/15， Nr. 175， S. 4 (Passow， a. a. 0.， 

Bd. 1， S. 240.) 
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しかし，財政当局の秘密積立金への課税の試みは原則的にはたえずなされて

きたと考えられ，戦争中，戦後の財政逼迫の中でその試みはより切実なものと

なってきた。戦時中，大蔵次官は，上述の答弁において， r秘密積立金に課税

するとし寸原則は，確たる基準君ヒ形成Lえない正しても，少なくとも会社に対

しては確立したい。任意の償却がなしうるとはみるべきでなく，租税は商法上

の利益 (Bilanzgewinn)にもとづいてのみ算定吉れるとはみるべきでない」叫と

のべて，秘密積立金への課税の意向を表明したが，軍需産業については特別の

配慮が必要ということで，戦時中は，秘密積立金の課税の試みは実際上は進展

しなかった。しかし，敗戦後は，極度な財政逼迫の下で， 1920年ラザヒ所得税

法における純財産増加税の一般的採用(会社をはじめ記帳義務者には，従来より，

源泉説でなし 純財産増加説にもとづ〈所得概念が適用されていた〉にもみられるよ

うに，課税強化の方針がうちだされた。それにそって，前述のプロイセンにお

ける自由な償却の承認にみられるような企業にとって有利すぎる「原則」は破

楽された問。資産評価についτも， 1920年の所得税法は，商法とは別個の評価

原則をはじめて規定L" はっきりと過小評価〔秘密積立金U設定〉を否定しだ。

すなわち，法第32条第2項の「製品・商品ー貯蔵品・可動性固定資産の価値と

しては，一般価額を附すべきである。取得価額・製作価額が一般価額より低い

ときは，一般価額にかえてこの価額を附すことができる」の規定に上ム資産

評価の一般原則は，一般価額〔時価と解釈される〕を基準とし，原価がより低い

ときは，原価による評価が許容されることになったが，これは，商法の時価最

高限主義，原価最高限主義と異なり，秘密積立金設定をみとめないものである。

基準性の原則の適用(所得税法第33条後段および法人税法第9条〕により， 株式会

社等については商法第 261条の評価規定〈固定資産については，原価最高隈主義，

棚卸資産については低価最高限主義〉が適用されるとはいえ， この場合も， 商法

条文がそのまま税法上認められるのでなしこの一般原則に反しない限りでの

21) 五品'cnda

22) Barth， a. a. 0.， S. 220 



24 (114) 第 106巻第4号

適用となるので，秘密積立金設定は，明瞭に否定されることとなったのである。

このような税法上の秘密積立金設定禁止は，商慣行と対立するもので，財界

が課税所得縮小のために I架空」利益課税の排除を要求する一つの動機とな

った。

1. c. 制度上の増税

第 次世界大戦中から戦後にかけて，租税制度の上では相当の増税がおこな

われた。

ドイツ政府は戦争勃発当初は，大戦の戦費が結局被征服敵国によ η て支払わ

れるという必勝の確信をも『で，戦費調達をもっぱら公債発行によっておこな

い，和税にたよることをしなかった。すなわち，その調達方法は，まず流動公

債(大蔵省証券〉を発行して一時古町昔入金をおこない，その後しばらくしてこの

流動公債を， 定期的に確定公債(戦時公債}に借換えるという仕組であった。

(大蔵次官へノレフェリヒは， 19日年 8月30日， 国会で「やむをえ由必要が生じないかぎ

り，戦時中， 国民が蒙むっている困苦を租税によってさらに加重することは望まない」

とりべ，さらに数日後には，戦時利得税創設をもとめる芦に対して， まだその時期では

ないとして，それを拒否した問。〉

しかし1916年より未償還大蔵省証券が戦時公債発行額をうわまわるにいたっ、

て，そしてまたイ y フレの懸念と一般会計の赤字増加の予想がなされるにいた

って，租税政策は非増税主義から転換する乙とになった。政府は，戦費調達を

公債政策にりみ依存することな<，租税政策士加味することにして， 1916年よ

り増税をおこなった。(ただし，そ白後。経済過程が示すように，増税は形だけにす

ぎず， 戦費はもりばら公債発行ひいては紙幣増発によって調達されたことに留意しなけ

ればならない。 プリオソによれは戦時利得税は戦費総額11>凹億マノレグのうち2口億マルク

をカバーしたにすぎない叫J

法人企業に対してなされた増税の措置を以下にみてい〈。閉まず， 1916年 6

23) Schacht， H.， Die Stabuisierung der Mark， 1927， S. 6 
24) Prion， W" Injlation und Geldent四町加ng.1919， S. 41 
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月21日に戦時税 (Reichskr:iegssteuer)の創設により.戦前における事業年度白平

均利益と戦時にお付る事業年度 (1914年8月をふくむ事業年度に連続する 3事業年

度〕の利益との差額に対L 1O~50%の税が課せられた。(こり準備脚皆として

1915年12月21日，戦時利得課税準備法が制定されてし、る。〉翌年には， 上記戦時税m

徴収がまだおこなわれぬときに，その税額に2日%の附加税を課すところの戦時

利得附加税の創設が提案され 4月 9日に成立し施行された。(1917年度に徴収

された戦時税額は，個人法人その他をあわせて4073.5百万マルク，付加税額は 814.7百万

マノレクにりぼった。 同年度D租税は関税をふくめて総額7274百万マルクである。〉さら

に翌年には， 1918年度戦時特別税法 (1918年7月26日成立〕の下に法人超過利得

税が課せられた。これは，平時利益を超える第四戦時事業年度(1917年8月をふ

〈む事業年度〕の利益に対し， 30"-'60%の税が課せられるものであった。

1918年11月の敗戦により， 1919年度にはもはや直接戦費の調達は不要であっ

たが，財政はなお戦時財政の継続であり，復員・旧陸海軍事務清算に要する経

費，平和条約履行に要する経費等に多額の特別予算が計上され，また経常予算

すら歳出が歳入をはるかにうわまわるものと予想された。ここにおいて1919年

度に対しても増税がおこなわれ， 1919年度戦時特別税法 (1919年日月 10日成立〕

の下に，前年同様，法人超過利得税が課せられた。これは平時利益と第五戦時‘

事業年度(第四戦時事業年度につづく事業年度〕の利益との差額に40~80%の税が

課せられるものであった。さらに，直接，利益士課税対象とするものではない

が，結果的に利益〈当期純利益のほかに積立金をふくむ〕に課せられる臨時税とし

て1919年12月31S，非常財産税 (Reichsnotopfer)が創設された〈エルツベルガー

の税制改本白 環)。 ニれは， 法人については1919年12月31臼現在に所有する動

産・不動産から債務・資本金・公益または従業員福利のための積立金を控除し

た額に10%の税を課すものであった。

1920年にはエノレツヘノレガーの税制改革により租税の中央集権制が確立すると

25) 本稿にヲ開する所持説法等(判例をのぞく〕については Reichsgesetzblattを害問したが，個
に々引用注は附さない。
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ともに増税もこれまでのような臨時的な措置にかわって，恒常的な制度の中で

おこなわれることになった。所得税は，州 (Land)税から国 (R制的税にうつさ

れると同時に，最高税率が従来，大体において 5%であったのに対L，1O~60 

うもの累進税率が適用された(192C年3月29日法〉。また法人所得については，従来，

所得税の中で個人に対すると同様に扱われたが，この改革により国税として法

人税が新設された(1920年3月30日法〕。その税率は10%を原則とし， さらに配

当が資本金の 3%を超える場合には， 配当額に対し 2~1O%の附加税が課せら

れた。さらに1922年 4月 8日の法改正により， 法人税は20%に引上げられた問。

このように制度的に増税策がとられたにもかかわらず，第1表にみられるよ

うに，租税収入の総歳入に占める比率は，流動公債に比べて低ししかも，イ

ンフレの昂進とともにその比重は低下したのであり，また第1表，第2表にみ

られるように，租税収入に占める所得税の比率もかなり低いものであるが，さ

らに， 1920年より新設された法人税は，所得税に比し亡いちじるしく比重が小

さししかも，インフレ昂進期に法人税の所得税に対する比率をほとんどとる

1920 

1921 

1922 

19232: 

第1表インフレ期のドイツ園田歳入

(単位吉万金マル九生計費指数による換算〉

b/a c/b 
(%) I (%) 

21.1 

29.5 

34.4 

29.1 

〔注) 1) 原資料の租税収入の区分項目に法人税の項がないが， 所得税中にふ〈まれるかどうか
不明.

2) 4月........12月の 9ヶ月間のみ.なお W;吋 W:h4舟 U7ldSta的 tik，1924，'S_ 276 ~c.土れば，
貨幣価値安定後0)1924年1-3月をふくむ1923会計年度については， a. 15，104.8， b. 2，912.5 
で h/"は19.::1之なるー
D四 tschlandsWtrtscl.凶 β，W品 開 噌undFinanzen; 1m Auftrage der Reichs. 

regt.e叩 n.F{rkn 加 " ú恥 Rゅara加Jn~komi..<:sion eing，日 etztenSachvers畑町長gen
ausschussen Ubergeben， 1924， 5S. 30， 34より作成。

26) 当時の税法については，野津高次郎「独逸税制l発達史」昭和23年，に詳述されている。
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第 2 表 1920~24年のドイツ国和税収入

(単位吉万紙幣マルク)

会計年度 1920 1921 1924 

所 得 税 10，241.0 27，715.6 350，000 450.000 2，210.6 

法 人 税 11.9 1，565.2 5，000 7，口00 313.8 

非常 財産税 9，907.9 831.1 4，000 60，000め 49'!l02) 

戦〈非反覆時的租税税〕
5，648.1 5，356.3 78.8 

関税・消費税 11，157.2 21，215.6 297，587 3，439，026 1，546.7 

そ の イ也 10，029.5 21，516.4 256，968 1，100，900 2;662.8 

租税合計 即日 I5加問6| 7，311.7 

1) 予算。

2) 財産税および附加税
S臼~tistisches Jahれbuchj印rdas Deutsches Reich， 1923， SS. 351/2; 1924/25， S. 35~ 

にたらぬものとし，企業課税はほとんどおこなわれぬにひとしいことを示すよ

うな1922年， 1923年の予算からもあきらかなように，制度的な増税は， λ企業

には及ん Eいないのであったが，それにもかかわらず，大企業はより 層の利

益隠蔽〔課税軽減〕を志向してさまざまの課税所得減少措置の承認を税務当局

へ執助に求めたのである。

1. d 従来の秘密積立金設定方策の限界

以上のような 3つの動機のほ由、 「架空」利益課税&:X'f運動和一層はげしく

したのは，インフレ下での名目資本会計適用の下では，企業の秘密積立金設定

方策に限界があるという事実であろう o 架空利益は名目利益と実質利益(貨幣

価値変動会計による利益〉との差であるが， これは前進法を想定する場合，

(費用の計上不足収益の計上不足)C芋〉貨幣価値変動益〔損〕

として算定される町c この架空利益は，資産の過小評価・費用の過大計上によ

る秘密積立金の設定によって，相殺することが可能である。また，膨大な債務

者利益を獲得し，架空利益を有しない大企業の場合は，秘宿積立金の設定によ

って，より一層，利益を隠蔽することができた。しかし，当時の秘密積立金の

27) 拙稿[IJ，[3J。
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設定は， もっぱら，資産の過小吾H曲による費用の過大計上，ことに固定資産の

過大償却(典型として iマルク勘定申設定〕によっておこなわれたので，最大限，

取得原価を早期に費用化できるにとどまり，取得原価の枠をこえて， それ以上

に費用を計上することはできなかコた。すなわち，貨幣価値下落に対応して紙

幣マルクによる現在価値に費用を再評価することはできなかった。〔とのために

は， 名目資木会計を離脱して，貨幣価値変動会計等を適用しなければならなし寸取主主

頼は，ほぼその時の貨幣価値水準で自動的に計上されるため，インフレの進行

につれて，次第に名目額が増大するのにひきかえ，減価償却額は取得時の名目

価額を基礎として算定されるため，主として過大償却による従来の秘密積立金

設定方法では，貨幣価値安定時に名目資本会計の下で企業がおこないえただけ

の利益隠蔽は不可能になったと思われる。これに対処するには，たんに税法に

おける秘密積立金設定禁止を打破するだけにとどまらず，従来とは別の形での

秘密積立金設定方策がもとめられねばならなかった。

11 税法の貨幣価値下落への対処

貨幣価値下落の会計(課税所得算定〕におよぼす影響について，従来，税法は，

これを考慮せず，名目資本会計を適用してきたが，イ Y フレの進行につれ亡，

これが無視できぬまでに事態が進展したへ企業側からは，架空利益に課税が

なされて固定資産の取替が不可能になるなどとして架空利益課税に反対が叫ば

h，税務当局側からは， 企業所得(中告所得〉については， 獲得の時期と納税

の時期の聞に相当の期聞か介在し，貨幣価値下落にもかかわらず納税が紙幣マ

ルクによって名巨額でおこなわれたととにより，実質的に租税収入が減少する

こEが問題Eなった。

税務当局は税収確保の試みとして，前出のごとく増税政策をとるほか，配当

に対する源泉課税同(勤労所得等についても，もちろん源泉課税がおこなわれたλ 租

税の前納昔U'ペ 税率を固定税率でなく特別法によってその都度変更すること

28) Strutz， a. a. 0.， S. 52 
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(1923年3月20目。税法にお叶る貨幣価値下落に対する対応規定 Gc1dcntwertungsgcsct.z

による〕などの措置をとったが， 名目資本会計という租税計算体系にはまった

く手を触れなかったのでいずれの試みも，急激なイ y フレの進行の前には何ら

効果をもたらさなかったのである。インフレ過程中， 貨幣価値変動会計(金マ

ルグ会計〕はついに税法上適用されることなし税法上，金マルク計算は，租税

支払に関してのみ，しかもイ γ フレも末期の1923年10月にようやく導入された

にすぎなかった。これは， 1923年日月 1日以降に発生した租税債務については，

金マルクで納付すること(納付日における金マルク換算率によって算定した額を紙幣

マルクで納付すること〕を定めたものであった。

このように，税法上，貨幣価値変動会計が導入されなかったため，諸々の税

収確保策も効を奏せず，実質的に減免税がおこなわれたことになったのである

が(架空利益が課税所得計算上排除されていない場合でさえも， 決算目と租税納付日と

のタイムラグにより， 貨幣価値下落田テンポがいちじるしいときは，架空利益に課税さ

れるどころか，減免税となりうるケ一旦も多かった)，企業は， これに満足せず， よ

り一層の利益留保(隠蔽〕をもとめて， 税務当局へ「架空」利益課税排除りた

めの措置をとるよう強〈要求したのであった。

貨幣価値下落によって生じた架空利益を課税計算上排除するには， インフレ

の下で名目資本会計をとることによって生じた計算の歪曲を是正しなければな

らずョそのた断にほ，名目資本会計のかわりに貨幣価値変動会計が課税所得算

定に適用されねばならない。か〈して，貨幣価値変動会計を税法に導入すべし

との提案が，シュ 7 ーレンパハなど'"によってなされた。

しかし，企業のもとめたのは，けっして，計算の正確化 貨幣価値変動会計

の税法への導入ではなかった。財界=ドイツ産業連盟は， 1922年に'V.::t.マーレ

ンパハの提唱した貨幣価値変動会計の法制化を徹底的に拒否したが，そのさい，

29)， 30)，拙稿(2)，
31) Mugel， "G田 e凶 icheMasnahm即日u::;Anlas dt::r Gduent W~ClUl品 Díe Goldmark a1s 

Re日ehn皿 gswert“，Ju円 'stischeW町 'henschrift，1921 σ王山smann (2). S. 58.); Schmalen-
bae九 ιι 0.; Haenfiein， E.， Der Einfl-u:.β 品 rGeldentwertung叫 rdieBest匹何円皆同d
den Steueれertraf!:im Deu白 chenReich，.1923 (Schmidt， Helmut. a. a. 0.， S. 46，) 



30 (120) 第 106巷第4号

換算尺度決定の困難など技術的難点のほか，未実現利益課税が懸念されること，

現租税制度体系の崩壊が懸念されることを拒否の理由とし Cおり，商法上のみ

ならず，税法への貨幣価値変動会計の導入に強硬に反対したのである問。貨幣

価値変動会計の法制化に対する財界の反対理由は，実体資本会計=費用時価計

算についても同様にあてはまるはずであるが，後者については，体系的にでな

かったにせよ，同じドイツ産業連盟が積極的に支持を表明しているのであるか

ら，財界が，企業にとって有利な会計方法を，その論理の正当性を問うととな

く追求したことは明白であった。財界=大企業は，計算の正確化を求めたので

はなしイ Yフレの進行とともに膨大になってい〈真の企業利益をより一層企

業内に留保するために，より一層の利益隠蔽策を追求したのである。この場合，

貨幣価値変動会計が忌避されただけでなく，実体維持会計=費用時価計算も，

提唱者のシュミット，ヶツレトマッハーは積極的に主張したと思われるが，現行租

税計算体系に反するゆえ，その早期承認のえられぬことを見越してかEあるいは，

シュミット理論白ように，秘密積立金の存在を許さぬ理論体系が， 企業実務とかみあわ

ぬことも想像しうる〕全面的・体系的な承認要求はそれほど強かったとは思われ

ず， もっぱら，財界=大企業は税務当局に対して，非論理的・政策的・洛意的

な措置の承認を要求したのである。税務当局も，租税計算体系の変更というよ

うな根本的問題に触れることを避け，体系的でなく，場あたり的な措置をとっ

たが(立法当局は，将来価値が改善されることを想定した町， 乙れは結果的に，財界

の要求に合致するものとなったのである。税法は，貨幣価値変動の影響除去に，

根本的な解決策をとらなかったが i経済安定 Eインフレ収束】なしには，税法

問題は解決されなし、」ゆえ，当面は，個別的な措置で満足せねばならぬとの見

解叫にみられるように， それはやむをえないものとして肯定された。しかし，

それは，企業に左っては iやむをえなL、」どころか，計算原則の体系的変更

32) 拙稿(3J，
33) Buxbaum. R.. Die Anlagenwerte in der-Bilanz b出 schwakenderWahn明ι1922，S 

119 
34) Hal，lsmann (1)，55.59/60; Hausmann (2). S. 15 
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よりもはるかに有利な結果をもたらしたのである。

財界=大企業は，貨幣価値変動会計を適用しないで，貨幣価値変動損益主顕

現させない〔ことに大企業白有する膨大な債務者利益は顕揚せず隠蔽される〕ままで，

計上費用を拡大fじする方策をもっぱら追求したのである。そして，名目資本会

計の枠をはずさぬゆえ，現行租税計算に違反しないとの前提白下で，さまぎま

の秘密積立金設定方法が「論理」づけられ，税法上，承認をえたのであった。

その場合， 秘密積立金白設定が， 税法上の承認をえるには I合理的な論拠

づけ」を必要としたのである。秘密積立金の設定は， 従来， 資罵の過小評価

(ことに過大償却〕によってもっぱらなされてきたのであって， 当時， それの税

法上の承認が要求された(当時，納税者の異議白田%は評価減 Abschreibungに関す

るものであったおJ)のはもちろんであった。しかし，イ Y フレ期には，名目資本

会計による限1)，利益隠蔽方策は，それだけでは企業にとって不十分なものと

され，あらたに引当金(無視準備金〉方式による秘密積立金設定の承認が税法に

対して要求された。財産評価とまったくきりはなされた引当金の設定はまだ認

められなかった聞が， イYフレ期に，秘密積立金設定方策が多様化し，従来よ

りも「進んだJのである。

以下，税法上の費用計上拡大化方策=秘密積立金設定方策のインフレ期にお

ける展開を次の順序で考察する。

1 継続的一般価額 (dau町 ndergemeiner W ert)へり評価減(本稿〕

2 企業全体評価減 (G田 am阻 bsch日 ibung)(以下続稿〕

3 固定資産取替引当金 (Erneuerungsfonds)

4 その他

111 継続的一般価額への評価減

35) Rosendorff， R.，品'teuerlicheBilanzfシ'agen，1922， S. 8. 
36) 戦時中にすでに戦時損失準備金〔無税〕を否認する判明があるが詳細は不明である。 (d

ebenda， S. 11.) 
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3目 3. 戦時中の過大価額評価滅 CUbcrteuerung宮崎町hreibung)

評価減による秘密積立金設定の税法上の承認の要求は，戦時中は，物価統制

等lとよりイ Yフレはそれほど顕在化しなかったので，インフレへの対処という

よりも， もっぽら一般的な資産過小評価〔ことに過大償却〉の承認をもとめて，

軍需産業を中心としてなされた。 1916年のはじめに， ドイツ機械製作者連盟は，

その覚書「戦時における機械設備の減価償却について」を公表し，戦時の取得

価額は高すぎるとして即時償却〈過大償却〉の承認を求めた問。このような要請

に対して，税務判例は，要請の観点をきわめて広汎に考慮し，異常に高レ償却

を許容したのであった冊。

その場合， 1917年 9月17日付， 10月16日付など多くのプロイセ γ上級行政裁

判所の判例にみられるように，終戦にさいして，経営の軍需から民需へ転換が

必然的となり.そのさい多〈の軍需資産のいちじるしい価値減少が確実に予想

されることを考慮すべきであるとして，これらの資産を非課税で評価減する乙

とが許容されたへ また， 1917年 9月21日。プロイセン上級行政裁判所判決は，

将来白価値減少が予想される場合は， 不確実な場合であっても評価減 Absch

reibung 'itなしうる岨として， 評価減を軍需資産に限らず，一般的に許容した。

さらにさかのぼれば1915年12月20にすでにプロイセ Y上級行政裁判所判決は，

営業譲受のさい，資産譲受価額が実際価額を上まっている場合，商法規定にし

たがって，それを実際価額に引下げるべ雪とした'" この不当に高価(むber-

teuerungspreis)に取得した資産の実際価額への評価減 Uberteuerungsabschreib

ungは， その後， プロイセ γおよびザクセ Yの上級行政裁判所によって一般

的にすべての場合に〔営業譲受に限らず〉承認された。(ただし， 1917年11月 9日の

プロイセミノ上級行政裁判所干決は， 過年度取得資産についてはこ(]) Uberteuerungs-

37) Passow， a. a. 0.， Bd. 1. S. 190 
38) Rosぐ~ndorff. R.. Die Bilanz als Grundlage der Besteuerung， 1920， S. 16 
39) Ebenda， SS. 16， 34， 36; Buxbaum. a. a. 0.. S. 126 
40) Roscndοrff. Stcuerliche Bilanザragen.S. 27 
41) Ebend礼 S.25 
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abschreibungを承認しなかった明。〕

この不当に高価な取得価額を実際価額に評価滅するという Ubert回 目ungs-

abschreibungの思考は，戦時中における物資不足等にもとづく物価高騰を「不

当なJ(正常でないとの意味〕ものとみなして〔正常な価格は，この取得原価よりも

低い水準，おそらく戦前白水準にあると考えられた入取得原価よりも「正常な実際

価格」を附すべきとするものであり，取得原価以下への評価減を低価主義の適

用不可能なとき(時価=実際価額が原価を上まわるとき〉にも税法上，合法化せん

とする(商慣行上はもともと認められており，また商法上もみとめられていた〕点で，

イYフレ期の評価減の先駆形態として注目すべきものである。このUberteuer-

ungsabschreibungは， 戦時という「異常事態」を許価のさいに考慮しないで

(戦時という「異常事態」における取得原価は正当なもりとみなさない)，別個に「正常

な」価額を想定するという点において，次にのべる継続的一般価額 (dauernder

ge皿 einerWert)概念、にもとづくイ Y フレ期のむberteuerungsabschrcibungの

先駆と考えられると同時に，その税法上の承認は，商法上は承認され，商慣行

=会計実務で一般化していた資産過小評価=評f曲滅 Abschreibungニ秘密積立

金設定が戦時下という特殊な条件下ではあったが，ついに税務計算上も一般的

に言霊められるまでに〔たんに税務行政上D陪黙り承認にとどまらず)，税務当局の財

界への譲歩がなされたものとみることができょう。

3. b 継続的一般価額概念の形成

Uberteuerungsabschreibung 過大価額評価減)は， 実際価額〔これは一般価額

と考えられねばならないであろう〕まで評価減するという意味において，戦時中に

それが税法上承認されたときにおいてすでに，一般価額概念そのものに，従来

の売却価額からの話離が存在していたとみるべきであるが，この思考は，イ γ

フレ期において，継続的一般価額 (dauerndergemeiner Wert)という概念をも

たらし，ここに明確に一般価額概念は変様をきたしたのである。一般価額概念

が，貨幣価値下落の下で変化したことは周知のこと却といわれる。

42) Schmalenbach， a 仏 0.，S. 31 
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一般価額は， 1919年のライヒ租税基木法第 138条において I資産の性質と

価格に影響を及ぼすすべての事情を考慮した，通常の取引において譲渡によっ

て得らるべき価格であり，そのさい，異常な事情および個人的事情は考慮され

ない」と規定され〔プロイセン上級行政裁判所白1897年11月9日の判決も同様であり，

それは本質的には， プロイセY上級行政裁判所の従来申立場と一致している相)， それ

自体は抽象的に規定されているが，従来，一般に，事業継続を前提とした時価

(売却価額)と解釈されてきた。 しかし， 継続性という性格よりも， 売却価額

〔一定の日の価額)たることが強調されたのであり，従来の法制では，継続的

価額 (dauernderWert)はみとめられなかった岨のである。また，それを，再調

達時価あるいは取得原価とする辛rj例もある岨が， 一般的な解釈とはなりえなか

っTこ。

一般価額が，売価時価，再調達時価，取得原価のいずれと解釈されても，企

業の欲するところの，インフレへの対処としての評価減 Uberteuerungsabsch-

reibungはおこないえないりで，前述。租税基本法では抽象的に規定されてい

るにすぎず，確たる評価概念がないことを矛肝召して，従来の解釈とは異なった

継続的 般価額なる概念が形成され，ここに一般価額概念が変様をうけること

となった明。 継続価値概念は，貨幣価値落下の進行につれ， (従来の評価コ理論

がすべて，それをとることをためらったにもかかわらず，実務へは貫徹してい

勺た4~)0 

継続的一般価額あるいは継続的価額 (dauerndeWert)の概念は，価格変動の

いちじるしい時期に評価を実際におこなうに際して，事態の展開を考慮Lた基

準 (Richtlinien) を確立する必要から生じた冊といわれる。同時に，この概念に

は，当時のドイツにおける貨幣価値低落と高価格水準がたんに経過的なもので

43) Ebenda. S. 30 
44) Lion， a. a. 0.， S. 127 
45) Mτ0'止， A.，hτs.g.， Handhuch des Steuerrechts， 1921， S. 36 (Hausmann. (1)， S. 24.) 
46) Strutz， a. a. 0.， S. 5~ 
47) Sclunal四 bach，a. a. 0.， S. 30 
48) Evers， a. a. 0.， S. 672 
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あり，貨幣価値はおそらく現在の(当時白〉状態と相当はなれた水準で安定す

るであろうという思考が基盤にあった町。 般価額(継続的価額の意味で白〉は，

再び金本位制に復帰したときに附されるであろう価額'"と考えられた。 このよ

うにして生じた継続的価額概念は，従来の一般価額概念一一継続性要素，将来

的要素とほとんど関係がないようにおもわれる tは異質なものでありペ

前者が後者ー〔伝統的一般価額概念〕を侵害する聞こととなった。 しかも， 前述の

租税基本法第 138条の解釈としての r一般価額ば，一定り観点から将来の経済発

展の考慮を必然的にするような将来的要素によって影響される。価格に影響を与え

るものりうちきわめて本質的なものは， 現在の情勢では 資産がその使用可能性お

よび収益性を考慮した場合どれだけの価額を有するかについての将来の経済動向に対す

る取得者四判断である ーさらに， そのさい長期間にわたってふさわLい価額が基礎と

される」叫との見解にみられるように，客観的売却価額としての一般価額概念は

まったて放棄せられ，きわめて主観的な「継続的価額」概念がそれにとってか

わったのである。そして rいわゆる一般価額は，資産取得者が営利目的にし

たがってはじめからその価格として『継続的価額』を附す傾向があるという意

味において， 継続的価額と一致するであろう」冊とまでいわれるにいたった。

継続的一般価額とは，長期的観点から，将来の経済情勢〔価格・貨幣価値変動〕

を考慮しYこ， 継続的かつ正常な状態の下で〈乙とに貨幣価値安定後に〕附される

価額と，一般的に定義づけられた刷。 そして， それは，貨幣価値低落が持続す

る限り，現在の価格以下であると理解されていた。

49)， 50) Hausmann (lJ， S. 25 
51) Wa品目立国m，R.， Die Berucksichtigung der Celdentwertung in der ESt'Novcllc vom 

24. Marz 1921 und die Refoπnd目 bilanzrechtlichenVorschrift四 desHGB，皿 Zeiler
Wassermann-Mayer， Die Geldent-wert帥 19a1s品問dit-，Kalkulatians-und Bestetωrungs 

P伺 blem，1921， S. 31 
52) IIausmann (1)， S. 26 
53) 正治'enda，S. 32 
54) 亙:benda，S8. 32-33 
55) Edenda， S. 33 
56) Eben4ι.t， S. 17; Kuhn， K.， Das Einkoηtmenstucrgesetz， 2. Aufl.， 1922， S. 291 CHaus. 

ロ日nn，ebenda) ; Evers，仏仏 0.，-S. 297， usw 
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3. c. 継続的一般価額の法的承認

次に，この一般価額概念の変化， 継続的(一般〉価額概念が税法制度上q 登

場した過程を考察する。

前述の1919年の租税基本法第 138条における「異常事態の非考慮Jの思考に

すでに，一般価額概念の変化， 継続的(一般〕価額概念の萌芽がみられるが，

イγフレージョンに対する税務会計上の評価の問題として，継続的価額概念が

登場するのは， 1920年 3月15日の財産増加税法施行命令にもとづく価額算定に

関する規定が最初といわれる問。 これによれば，財産増加税の課税のさい，継

続的在庫(固定資産を主として意味する〕は，それ自身およびその代替取得分につ

いて，時価でなく平時価格で評価さるべきものとされた。(般原則は，時価に

よって評価される。〕また， 1920年 9月4日のライヒ非常財産税 (Re凶 snotopfer)

にもとづ〈価額算定原則によれば， 異常な事態は考慮されない〈租税基本法第

138条と同様〉のであり，貨幣価値変動のいちじるしい時期における決算日の一

般価額には，資産が継続的資産として有する価額のみが考慮されうるものとさ

れ，翌期に売却されることが予定されている資産以外は，決算司の時価は評価

は評価の基準となしえないとされた。

所得税法上氏 1920年法では，まだ継続的価額概念はとりいれられず，一般

価額ば時価と解されたが， 1921年の一部修正法の法案審議の過濯で，野党より，

継続的価額概念の導入が提案され，政府与党は条文上は，これを拒否したが，

事実上は，この概念をとりいれることとなった。

1921年 3月24日のライヒ所得税法改正 (1920年3月24日のライヒ所得税法に対す

る修正〉にさいして，野党より， 収入総額から許容されるべき控除額を列挙す

る所得税法第四条に次の文言を追加すべきとの修正動機が提出された i同条

第bb目，第1b項にいう農林業・商業・鉱業に資する資産の代替取得のさいの超

過コスト(継続的一般価額を超過する額〉支弁のための準備金 J (この修正草案

は，継続的一般価額の事実上の承認として第33a条の，代替取得準備金の承認として第

57) Hauβmann (1)， S. 16; Hausmann (2)， S. 20 
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59 a条の成立をもたらした。〉。

この動議の理白書は次のようにのべている。 r法〔案〕第13条第 1項第bb目

に導入される継続的 般価額の概念は，決算日の予想売南町田額でなく，長期

的に，通貨価値変動士無視して，継続的かつ正常な状態り下で資産に附すべき

価額と理解される。 ー 継続的一般価額とは，異常事態を考慮しないと明瞭に

規定しているヲイヒ租税基本法第 138条のいう意床での 般価額にほかならな

い。 r継続的一般価額」の需を創出することによってライヒ租税基本法から背

離しないためには，この価額の確定には，継続的事情のみを考慮すべきである

というべきである一一この場合斤い将来にふたたび戦前の金マルク価値への

復帰があると想定する必要はない。」と。

これに対し，この動議の審議過程において政府は次のようにのべている。

r~継続的一般価額』の語を創出して新概念を現行税法の理解困難な価値論へ導

入することは問題である，新しい概念はことばの中にあるだけで実際にはない。

政府与党提案の草案理由書が明瞭に強調しているように，いわゆる継続的一般

価額とは，原則として，ライヒ租税基本法の意味での一般価額にほかならない。

政府がこの概念の内容をどのように解するかは，政府はすでに国会の委員会審

議における租税基本法第 137条以下の説明にさいして，また，ライヒ非常財産

税における価額算定原則において〈上述ー→ヲ|用者〕明瞭かつ疑義のないように

言明した。正すなわち〕政府もまた，一般価額"'，課税対象資産が決算日にも継

続的資本として有する価額と解することを韮本とする。」とへ

結局，継続的一般価額概念は， 1921年の所得税法改正において条文上，明ぶ

されず，よって採用されなかったかにみえるが，政府ケ党は，上記の国会答弁

にみられるように，事実上，それを承認した。(ひきつづいておこなわれた所得税

法第四a条〔続稿参照〕の要綱 CRichtlinien1に関す邑審議では3 継続的一般価額概念

は，すでに確立したものとされ， そり金額決定のみが論議された冊。〉このような継続

的一般価額概念思考の税法への導入は，上述のように，その概念の条文規定で

58) Hausmann (1]， 55. 18-19; Evers， a. a. 0.. S5. 296-97 59) Hausmann， S. 20 
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の明示にはいたらなかったが I一般価額への評価滅」を条文上に規定せしめ

ることになり，一般資産評価原則の規定が変更されるにいたった。

かくして，政府草案にはなかったところの第33a条が， 1921年の所得税法一

部修正法に導入されることとなったが，これは， 1920年所得税法第32条第2項

の規定にとってかわるところの一般評価原則であって，第32条第 2項が，一般

価額(時価と解釈される一一1920年の所得税法審議では，貨幣価値低落田影響は考慮き

れなかった〉を基準として，それより低い取得価格・製作価格によるその代替

が許容されたのとは逆に，原則的には，取得価格・製作価格が評価の基準とな戸

り， 般価額が前者より低いとき，このより低い一般価額を附しうるもりとさ

れ，低価主義が1920年法よりも一層明白に規定された。イ γ フレ -V:t:/の進

行過程では，原価より時価が高いのは，通例ゆえ，低価主義の許容は，わざわ

ざ条文を改正するほどの意味をもたないかにみえるが，乙の条文の審議過程よ

り明きらかなように，このさいの一般価額概念は，時価でなく継続的一般価額

であり，ここに，税法判例ではなく所得税法の条文上はじめて， 資産の〔継続

的〕一般価額までの評価減が， したがって合法的に秘密積立金設定が，承認さ

れたのである。なお，左翼政党が，企業を税法上，過度に優遇するものとして，

このような継続的一般価額概念の導入に反対したのは当然であり，国会の本会

議での審議において，社会民主党と共産党は，第33a条を鋭〈攻撃し， この規

定の評価に代えて，時価を意味する一般価額による評価を主張したが閃 この

ことはまた，成立した条文における 般価額概念は，同じ一般価額の語は使用

Lても，従来の解釈による時価概念を放棄していることを端的に示すものでも

あった。

1923年 3月20日の税法における貨幣価値下落に対する対応規定(いわゆる

Geldentwertungsg白 etz)による所得税法 部修正によ b，第33a条は，原価主義

の詞ヰ面原則を変更しないが，低価主義については" 1921年修正法の任意規定を

あらためて強行規定とした。すなわち，原価が一般価額を上主わる場合には，

60) Evers， a. a. 0.， S. 673 
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一般価額を附すべきこととなったが，この一般価額は，継続的般価額である

ゆえ，秘密積立金の設定が強制されたことになったのである。

この第33a条は，資産評価一般原則ゆえ，すべてり事業資産に適用しうるも

のであったが，もっぱら適用の対象として論議されたのは固定資産であって，

棚卸資産，現金，債権にはこの原則自適用は，企業，税務当局ともにあまり乗

り気でなかヮたようである問。(棚卸資産については，設定された秘密積立金が翌期

kは庫出によ b自動的に取崩されることが， 企業にとって不満とされたようで，これに

ついては，続稿でのべるごと〈恒常在高法の承認が求められていた。〉

3. d 継続的一般価額の金額決定

この継続的一般価額の金額確定は，将来の事情を予測するだけに非常に困難

で，また主観的・洛意的におこなわれやすいが，このことは論者たちもみとめ

るところでありペ この意味〈将来の事情の考慮〉での一般価額の算定は不可能

とまでいいきる論者間もあった。 よって，継続的一般価額を具体的に算定する

ための「基準」は，その概念にしたがって将来価格を見積ることにでなく，過

去 Eおよひ現在の〉の価格との関連においてもとめられた叫。そのさい，その主

観的・怒意的性格から，さまざまの提案がなされたことは理解しやすい。

1921年所得税法一部修正法の審議のさい，産業界から，継続的一般価額を平

時価格〔戦柑価格)の 2町宮と想定すべきと主張された。その根拠としては，機

械の世界市場価格 (1山 l年る月)が平時の1.25倍であれまた当時の 1紙幣マノレ

クを 0.5金マノレクと想定しうるとの見解によるものである問。ーノ仇 ドイツ大

蔵省の見解では， 当時 (1921年〕の一般価額を平時価格の 8倍， 当時の平均的

取得価格を平時価格の10倍と想定した刷。 また，同じ大蔵省が1922年の所得税

覚書においては， 1921年および1922年事業年度末の一般価額として，それぞれ

61) Sch血3.[enbach， a. a. 0.， S. 30 
62) Hausmann (lJ， S. 37; Hausmann [2J. S. 33; Buxbaum， a. a. 0.， S. 115; Evers，5S. 

302. 673 
63) Strutz. a. a.' 0.， S. 63 
64) Evers， a. a. 0.， S. 673 
65) Hausmann [lJ， 5S.， 20←21. 66) Evers， ebenda 
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の日の市価の 1割減を許容した舶が，これらはいずれも， 企業側によって継続

的一般価額と目された金額よりはるかに高く，十分な評価減をみとめるもので

はなかった。この場合はむしろ，継続的一般価額でなく，従米の時価概念によ

る一般価額に近し、ものが想定されていたといえる。

企莱側は，継続的一般価額として時価よりもできるだけ低い金額を要求した

のであつってイツ産業連盟は， 1923年 4月11日の回状で，統一的な戦前価

格を基準として，継続的一般価額を，土地についてはその 3倍，建物巳ついて

は 3~5 倍，機械装置については12~18倍とみなした問。 (1923年 2~4 月の卸売

物価は戦前白約5000倍であった。〉

なお，前述の所得税法第33a条では， (継続的〉一般価額の算定基準を示さな

かったが，固定資産については， 1921年 7月25日の所得税法第59a条に対する

施行規則第8条により I当分の間J，取得原価の60%とされた。 ここにおい

て，固定資産については，取得原価の 4割の評価減がはっきりとみとめられた

のである。棚卸資産については， 1923年の所得税法一部修正法によって第33a 

条に，第 3項が新設され，そこにおいて， 1922年度の査定にさいし'C，その在

高の%は前事業年度末に附Lえた価額，}3'は当事業年度末の時価の40%を附す

るζととされ，明文上，大幅な評価減が許容された。

このようにして，インアレの進行中においでさえも資産の評削減を「合理

化」し，合法化せしめたところの継続的般価額という概念は，インフレ収束

後は， 応，意義を失ヮたω)といわれるが， そこにみられる継続性，主観性，

あいまい性ば，一般価額慨念にとってかわり， 1925年以後現在にいたる主でド

イツ所得税法の低価主義概念を規定している部分価額概念町にも継承さわしてい

るとみることができょう。 (1970.6. 18) 

67)， 68) Evers， ebend勾
69) Blumich， W _， -Schachian， H.， Das Einlwmmensteuergesetz vam 10. A'ugust 1925， 

1925， S. 264 
70) 拙稿， ドイツ所得税法における評価原則¢変遷. Iオイコノミカ」第6巻第2号，昭和44年 9

月， 81-84頁.


